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研究成果の概要（和文）：ヨーロッパ域内市場をめぐる動き、とりわけEU法の現代化現象に着目しながら、それ
を踏まえて日本私法について分析した。私法・契約法の現代化の問題については、デジタル契約の問題やプラッ
トフォーム取引にも踏み込んだ検討を行った。これらの分析の作業に基づいて、日本の契約法のあり方や、消費
者法（消費者契約法や特商法）の改正に向けた提言を行った。EU製造物責任法の分析も行っている。日本私法の
形成の基礎となった市民法学に関する基礎研究も行った。

研究成果の概要（英文）：Focusing on developments in the European internal market, especially the 
phenomenon of modernization of EU law, we analyzed Japan private law based on this. On the issue of 
modernization of private and contract law, we examined the issue of digital contracts and platform 
transactions. Through these analyses, we made recommendations on the state of Japan's contract law 
and the revision of consumer law (consumer contract law and special commercial law).We are working 
on EU product liability law and conducted basic research on civil law, which formed the basis for 
the formation of Japan private law. 

研究分野： 民法

キーワード： ヨーロッパ私法　消費者法　契約法　市民法

  ２版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
これらの分析の作業は、日本の契約法のあり方や、消費者法（消費者契約法や特商法）の改正にも影響を与える
知見をもたらすだろう。また、日本の市民法の形成のプロセスを明らかにすることで、私法的権利の形成を批判
的に検討することが可能となる。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
 

ＥＵ域内市場においては、域内市場での発展を支えるための法制度の構築と整備が重
要な課題となっていた。他方で、イギリスのＥＵ離脱（Brexit）が現実的な課題となり、
ＥＵの将来には疑念も投げかけられていた。しかし、こうした状況においても共通法を
形成する試みは、域内市場形成という意味で存在価値を有している。契約法や消費者法
は、国境を越えた取引にとってきわめて重要な基盤となる法制度であり、早くからその
整備に関心が向けられてきた。しかも、デジタル経済の急速な展開の中、デジタル化は
売買法の基本構造に影響を及ぼすものとなってきている。 
 
２．研究の目的 
 
本研究の目的の第１は、ＥＵの展開を背景に進行してきた私法の平準化ないし統一の動向と

それに呼応して各国で展開する各国法の改革を総体として分析し、その方向性および特質を解
明することにある。第２に、こうした動きの基底にある近代ヨーロッパ私法原理を解明し、同時
にヨーロッパ私法典（とりわけ契約法典）の意義や、それらに見られる共通ルールの日本法への
受容の可能性を検討する。 
その際、学術的かつ実務的観点、比較法的見地から、日本民法の課題を析出し、その解決のた

めの示唆を得ることを課題とする。 
日本の民法改正作業は、債権法(2020 年 4 月施行)および相続法（2019 年 7 月施行）の分野で

は一定の成果がみられたものの、民法の現代化は、なお部分的にしか行われておらず、物権法や
不法行為法その他の分野の立法的課題も含めて今後の検討に委ねられている。本研究は、こうし
た日本での将来の民法改正にとっても有益な知見をもたらすものとなる。 
 
３．研究の方法 
 
本研究期間においては、第一に、EU 私法統一および各国法の現代化において大きな影響を与

える共通売買法の展開に注目する。ヨーロッパ契約法の第一歩になる可能性があると評価され
た「共通欧州売買法規則（CESL）」の提案は、その内容的な問題点から撤回されることになった
が、その後のＥＵ消費者法の発展方向を模索するうえで、なお重要性を失っていないように思わ
れる。本研究では、CESL に対する批判的な評価に留意しながらも、同規則の原理的な意味と問
題点を析出することも課題とする。 
さらに、従来の基礎的な研究を踏まえ、ヨーロッパレベルでの消費者法の展開をフォローしな

がらも、「消費者売買法等」の私法分野での共通法の実現の可能性を視野に入れながら、具体的
な債権法の個別テーマに取り組むことを予定する。 
さらに、全体の作業では、それ以外にも、様々な法分野における法統一についての立法的な動

向を踏まえながら、新たに個別テーマを設定し、ヨーロッパレベルと各国法レベルとの異同を解
明する。とりわけ、ＥＵ裁判所・各国判例法の新たな展開にも考察を加える。 
第二に、とくに Hein Kötz,Europäisches Vertragsrecht, 2.Aufl.2015(『ヨーロッパ契約法・

第２版）』）の分析は貴重であり、本研究作業の過程で、同書の内容の検証を行うとともに、研究
グループの協力者を得て同書の邦訳作業も進める。また、Nils Jansen,Reinhard Zimmermann(ed), 
Commentaries on European Contract Laws, Oxford,2018 なども本研究の重要な分析対象とな
る。これらに基づいて、共通契約法の到達点について知見を得ることにする。 
第三に、いずれの研究作業においても各国の研究者から新たな情報を得るべく国際的な学術

交流の機会を持つことに留意する。以上の研究作業による成果は、適宜公表する予定である。 
 
４．研究成果 
 
⑴ 当初の計画におおむね従い、それを継続し、ヨーロッパ私法分野における基礎研究として文
献資料の収集、その翻訳作業、さらには海外での国際的な学会や研究会への参加、あるいは各国
有力研究者へのインタビューを通して情報収集およびその分析を精力的に行った。とりわけ国
際的な学術交流会としての意味をもつオープンな研究会を定期的に開催した。 
本研究計画に従い、第１に、ＥＵ法レベルでの法統一の動きについて、重要な規則・指令(提

案を含む)等を検討した。第２に、ＥＵ法の影響下にある各国私法の現代化現象および改正動向
を分析した。第３に、ヨーロッパの主な国々を対象とし、各国法システム（裁判制度・実務慣行）
のあり方を踏まえて共通の傾向を析出する作業を行った。第４に、ケッツ「ヨーロッパ契約法」
の翻訳作業を継続した。2024 年度には翻訳が公表されることになる。 
 
①私法領域に関係するＥＵ（欧州連合）指令およびＥＵ各国でそれらの国内法として制定され



た法律について情報を収集し、その傾向を分析した。とりわけ、消費者法の現代化、デジタル化
の課題、サスティナブルな経済の在り方と消費者法の関係などを取り上げて、研究会を行った。
国内法化、電子商取引、デジタルコンテンツ契約などの新たな指令提案やインターネットプラッ
トフォーム責任を対象にした。また、本研究グループが中心となって、海外の研究者を適宜、招
聘し、講演会、共同セミナー等を開催し、情報を交換したうえで、研究の進展状況を確認した。
その際、ＥＵ私法の動向（法規定、学説、判例）の動向について継続的に考察した。 
②こうした作業を前提として、わが国の私法の動向を分析する作業を継続した。具体的には、

現代民法や消費者法の課題（消費者売買法、製造物責任法）についての研究や近代私法の形成に
大きな役割を果たす市民法学について歴史的な観点からの研究を行った。 
 

⑵ 本プロジェクトのメンバーの行った成果の一部について、『デジタル時代における消費者法
の現代化』（2024 年、日本評論社）に収録し、刊行することができた。本研究において行われた
検討を通じて、日本民法・消費者私法の現代化の作業を前進させる寄与ができた。今後も継続し
てヨーロッパ私法の動向を踏まえた研究を進めることが日本法の展開・現代化を考えるうえで
重要である。 
本研究期間において、コロナ禍においても、オンライン会議を通じて、内外の研究者とのセミ

ナーを開催できたことは大きな成果であった。昨年度からは対面での国際交流も再開した。これ
らの交流により、文献だけでなく、多様なかたちでの情報交換が可能となり、共通課題に取り組
むためのネットワークとしての研究組織を形成・維持することができた。このことも重要な成果
の一つであると考える。 
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